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＜滋賀デスティネーションキャンペーン＞ 

    『「癒しがいっぱい、シガリズム。」サポーター』 

   ５月 12日（火）募集開始！！ 
～県民・事業者・県外のサポーターが一体となって滋賀観光を盛り上げる新たな仕組み～ 

 

令和９年（2027年）10月から 12月にかけて実施する滋賀デスティネーションキャンペーン

（滋賀ＤＣ）に向け、滋賀の魅力発信と来訪者へのおもてなしの充実を図り、誘客促進と観光

の機運醸成につなげるため、『「癒しがいっぱい、シガリズム。」サポーター』を創設し、募

集します。 

 

 

制度の概要 

１ 概要 

  本制度は、個人・企業・団体等の主体的な参画により、地域一体での情報発信やおもてな

しを通じて、来訪者の満足度向上と再訪促進につなげます。 

サポーターの区分は以下のとおりです。 

 

（１）観光サポーター（ＳＮＳなどで魅力発信） 

   ①対    象：個人の方、または、滋賀県外の企業・店舗・団体等 

   ②主な活動内容： 

  ・ＳＮＳ等による滋賀の魅力発信（例：共通ハッシュタグを使用した「滋賀観光の魅力

発信」など） 

  ・来訪者へのおもてなし対応 

  ・サポーター公式ウェブサイトでの情報発信や取材・投稿素材の制作 

   ③サポーター特典： 

  ・デジタル登録証の発行 

  ・サポーター公式ウェブサイトでの登録情報の紹介 

  ・ＳＮＳ活用等の研修機会の提供 
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（２）おもてなしサポーター（店舗・施設等での受入対応） 

   ①対  象：滋賀県内の企業・店舗・団体等 

   ②主な活動内容： 

   ・来訪者へのあたたかいおもてなし（例：サービス品の提供・笑顔でのお出迎えなど） 

   ・ＳＮＳ等による滋賀の魅力発信、顧客等への滋賀ＤＣのＰＲ 

   ・サポーター販促物の掲示 

   ・サポーター連携企画への参画 

   ③サポーター特典： 

   ・登録証、卓上のぼり旗、ステッカーの提供 

   ・サポーター公式ウェブサイトでの登録情報の紹介 

   ・周遊企画等の観光施策への参画機会の提供 

   ・ＳＮＳ活用、おもてなし対応等の研修機会の提供 

 

２ 登録方法 

 ・サポーター公式ウェブサイトの登録申込フォームより申請 

  ※登録無料。 

 ・申請にあたっては、登録名、活動エリア、自己紹介、おもてなし宣言、 

ＳＮＳアカウント等の基本情報を入力いただきます。 

  ＜サポーター公式ウェブサイトＵＲＬ＞ 

   https://shiga-dc-supporter.biwako-visitors.jp/         ＜ＱＲコード＞ 

 

３ 募集期間 

  令和８年（2026年）５月 12日（火）～令和 10年（2028年）12月下旬まで（予定） 

 

４ 登録期間 

  登録日から令和 10年（2028年）12月末まで（予定） 

  ※滋賀ＤＣアフターキャンペーン終了時まで 

 

５ 留意事項 

 ・サポーターの活動への報酬はありません。 

 

 

今後の予定 

・観光サポーターと連携した情報発信の実施 

・おもてなしサポーターと連携した周遊企画の実施 

・サポーター向け研修会（ＳＮＳ活用、おもてなし対応など）の開催  等 

 



 

参考（サポーター登録資材等） 

※画像はイメージです。 

【観光サポーター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜デジタル登録証＞ 

 

【おもてなしサポーター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜登録証＞                  ＜ステッカー＞         ＜卓上のぼり旗＞ 

 

 

 

 

 

 

 


